
自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱いについて

                                                                           

　　　　平成１５年１２月２４日  提出

協議第１２号

平成１６年　１月２７日　確認

自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱いについて

１．行政区については、当面現行のとおりとし、合併後行政区と協議・

　　調整を行い、再編・統合に努めるものとする。

２．区長（嘱託員）の取扱事務等については、合併までに調整する。

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　松　岡　一　俊　　

自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱いについて提出する。
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調 整 の 内 容
１．行政区については、当面現行のとおりとし、合併後行政区と協議・調整を行い、再編・統合に努めるものとする。
２．区長（嘱託員）の取扱事務等については、合併までに調整する。
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調 整 の 内 容
１．行政区については、当面現行のとおりとし、合併後行政区と協議・調整を行い、再編・統合に努めるものとする。
２．区長（嘱託員）の取扱事務等については、合併までに調整する。

現 況

泗水町

協 議 項 目自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱い 関 係 項 目

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容
菊池北部四市町村合併協議会



菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容
菊池北部四市町村合併協議会

協 議 項 目自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱い 関 係 項 目

七城町 旭志村

調 整 の 内 容
１．行政区については、当面現行のとおりとし、合併後行政区と協議・調整を行い、再編・統合に努めるものとする。
２．区長（嘱託員）の取扱事務等については、合併までに調整する。

現 況
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　協議第１２号　自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱い　参考資料①

菊　池　市 七　城　町 旭　志　村 泗　水　町 計

連絡事務嘱託員 嘱託員 嘱託員 嘱託員 -

111人 ３８人 ２３人 ４７人 ２１９人

111区 ３８区 ２３区 ４７区 ２１９区

市町村総数 8,760世帯 1,623世帯 1,523世帯 4,539世帯 16,445世帯

行政区最多 925世帯 143世帯 129世帯 289世帯 -

　 〃　 最少 4世帯 12世帯 19世帯 １８世帯 -

 　〃　 平均 79世帯 43世帯 66世帯 86世帯 ７５世帯

区割（平等割） 122,000円 240,000円 240,000円 246,000円 -

戸数割（１戸当） 1,300円 1,500円 1,500円 1,300円 -

菊池市区長連絡協議会 七城町区長協議会 旭志村区長協議会 泗水町区長協議会

年２回 年１２回 年６回 年７回

1泊２日と日帰り隔年実施 1泊２日毎年実施 1泊２日毎年実施 １泊２日毎年実施

菊池北部１市２町１村の現状（平成15年4月1日現在）

嘱託員の名称

嘱託員数

行政区数

世帯数

報酬（年）

項　　目

区長組織

会議の開催

研修の開催

嘱託員の取扱事務

①納税通知書及びこれに類
 するものの配布並びに徴税
 協力に関すること。
②行政事務に関する各種伝
 達事項の周知徹底に関する
 こと。
③広報その他印刷物の配布
 及び掲示に関すること。
④転出入その他の証明の基
 礎事実の認定に関すること。
⑤選挙資格の調査その他選
 挙事務の補助に関すること。
⑥風水害その他災害情報の
 収集報告に関すること。
⑦保健衛生の指導及び防疫
 に関すること。
⑧その他市長において必要と
　認める事項に関すること。

①行政事務に関する各種伝
  達事項の周知徹底に関す
　ること
②広報その他印刷物の配布
  及び掲示に関すること
③風水害その他災害情報の
  収集報告に関すること
④保健衛生の指導及び防疫
  に関すること
⑤選挙資格調査その他選挙
  事務の補助に関すること
⑥ポスター、チラシ等の回覧
⑦個人住宅の新・増築等の
  状況調査に関すること
⑧公的募金の取りまとめ
⑨転作確認の立ち会い

①行政事務に関する各種伝
  達事項の周知徹底に関す
　ること
②広報その他印刷物の配布
  及び掲示に関すること
③風水害その他災害情報の
  収集報告に関すること
④保健衛生の指導及び防疫
  に関すること
⑤選挙資格調査その他選挙
  事務の補助に関すること
⑥ポスター、チラシ等の回覧
⑦個人住宅の新・増築等の
  状況調査に関すること
⑧公的募金の取りまとめ
⑨転作確認の立ち会い

①行政事務に関する各種伝
  達事項の周知徹底に関す
　ること
②納税通知書及びこれに類
  するものの配布並びに徴税
  協力に関すること
③広報その他印刷物の配布
  及び掲示に関すること
④転出入その他の証明の基
  礎事実の認定に関すること
⑤風水害その他災害情報の
  収集報告に関すること
⑥保健衛生の指導及び防疫
  に関すること
⑦選挙資格調査その他選挙
  事務の補助に関すること
⑧ポスター、チラシ等の回覧
⑨個人住宅の新・増築等の
  状況調査に関すること
⑩公的募金の取りまとめ



　協議第１２号　自治会、行政連絡機構（行政区）の取扱いについて　参考資料②

合併期日
（予定）

協定（協議）項目名 調　　　整　　　方　　　針

熊本県 あさぎり町 H15.4.1 行政区の取扱い

　
　行政区については、合併までに現町村において統合再編に努め、新町に移行する。
　なお、新町においても住民にとって身近で、かつ不均衡等が生じないよう行政区の再編を
検討する。

〃 天草上島４町 H16.3.31 行政区の取扱い

　
　行政区の取扱いについては、次のとおり取扱うものとする。
（１）行政区については、現行のとおりとするが、新市において、住民にとって身近で、かつ
   不均衡が生じないよう行政区の再編を検討する。
（２）区長報酬については、合併までに調整する。
（３）区長の任期については、２年とする。
（４）防犯灯設置及び維持管理等については、大矢野町・松島町・姫戸町の例による。
（５）姫戸町における町内会長は区長とし、現在の区長については合併までに調整する。

〃 宇城西部５町 H17.1.15
自治会、行政連絡機構の取
扱い

　
　行政区については、合併までに現町において統合再編に努め、新市に移行する。
　ただし、同名の行政区については、合併時に調整する。

〃
玉名地域１市
８町合併協議
会

H17.1.17 行政区の取扱いについて

　行政区については、その範域・規模等に相違があることから、当面現行のとおりとし、合
併後行政区と協議・調整を行い、再編・統合に努めるものとする。
　嘱託員（駐在員、区長）については、その職務内容及び報酬等の総合的な見直しを行い、
合併までに調整する。

〃
鹿本地域合併
協議会

H17.1.15
行政連絡機構の取扱いにつ
いて

　
　１、区長（行政連絡員）の名称については、合併時に嘱託員に統一する。
　２、行政区の名称については、現行のとおりとする。ただし、同一名称の行政区について
    は、合併までに調整する。
　３、行政区の所管区域については、現行のとおりとする。ただし、規模等に相違があるた
    め、必要に応じ統合、再編について検討する。
　４、区長（行政連絡員）の取扱事務等については、合併までに調整する。

団　　体　　名


